
平成21年度　滞納処分執行実績一覧
差押等の種類 件数 納付金額 説　　明

不動産の差押

件

13
円

21,900,958
滞納者が所有する土地や
建物を差押して、それら
を売却（任意売却・競売
による売却）する。

動 産
（ 物　 品 ）
の 差 押

47 1,684,568

滞納者宅を家宅捜索し、
保有する物品を差押して、
それらをインターネット
オークションに出品・売
却する。

預貯金の差押 40 6,167,026
滞納者の取引金融機関を
調査して、その預金残高
を差押える。

給 与 の 差 押 12 3,493,642
滞納者が勤務する会社等

（給与支払者）を調査し、
給与を差押える。

その他の差押 76 3,263,215
自動車税（県税）や所得
税（国税）などの還付金、
滞納者が所有する不動産
の賃貸料等を差押える。

交 付 要 求
（ 参 加 差 押 ） 25 9,615,238

滞納者の借金等が原因で、
裁判所等が執行する競売
事件や破産事件に対して、
滞納税金を要求し、配当
を受ける。

平成21年度の滞納処分差押納付合計額46,124,657円

滞納処分では、動産・不動産・給
与などを差し押さえます。

家宅捜索は押入れの中はもちろん、
すみずみまで調査します。（写真上）

家宅捜索で押収した動産（写真左）
は、今後インターネットオークショ
ンに出品する予定です。
※ 捜査宅本人の了承を得て掲載して

います。

町
税
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
　
八
月
は
納
税
強
調
月
間
で
す
。

税
金
は
、
み
な
さ
ん
が
自
主
的
に
申
告
し
納
税
す
る
「
自
主
納
付
」
が
基
本

で
あ
り
、
ま
ち
づ
く
り
を
支
え
る
大
切
な
財
源
で
す
。

町
と
し
て
は
、
町
税
を
納
期
内
に
納
付
し
て
い
た
だ
い
て
る
み
な
さ
ん
と
税

負
担
の
公
平
性
を
保
つ
た
め
、「
滞
納
処
分
」
を
強
化
し
、「
納
期
内
納
税
」
の

推
進
に
努
め
、
そ
し
て
「
自
主
納
付
」
に
よ
っ
て
税
金
へ
の
意
識
を
高
め
て
い

き
ま
す
。

き
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

た
と
え
、
う
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
だ
け

で
あ
っ
て
も
、
納
期
限
に
間
に
合
わ
な
け

れ
ば
、
年
率
一
四
・
六
％
で
「
延
滞
金
」

が
課
せ
ら
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

平
成
二
十
一
年
度
延
滞
金
徴
収
額
︙

 

一
八
、
九
八
三
、
五
六
一
円

納
税
の
猶
予
等

納
税
者
の
方
が
、
次
の
よ
う
な
要
件
に

該
当
し
た
場
合
、
原
則
と
し
て
一
年
以
内
の

期
間
に
限
り
「
納
税
の
猶
予
等
」
の
納
税

緩
和
措
置
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

① 

事
業
を
廃
業
ま
た
は
休
業
し
た
と
き

② 

そ
の
事
業
に
著
し
い
損
失
を
受
け
た

と
き

③ 

震
災
・
風
水
害
・
火
災
な
ど
の
災
害

を
受
け
、
ま
た
は
、
盗
難
に
あ
っ
た

と
き
な
ど

に
反
応
が
な
く
、
納
税
意
思
が
な
い
と
判

断
さ
れ
た
場
合
や
滞
納
額
が
高
額
の
場
合

な
ど
徴
収
困
難
な
滞
納
案
件
を
移
管
し
、

徹
底
し
た
財
産
調
査
・
差
押
え
・
公
売
な

ど
を
専
門
に
行
い
ま
す
。

今
回
お
知
ら
せ
し
た
よ
う
に
、
税
金
を

滞
納
し
た
ま
ま
放
置
し
て
お
く
と
、
法
律

に
基
づ
き
、
強
制
的
に
財
産
の
差
押
え
や

公
売
な
ど
の
滞
納
処
分
を
受
け
る
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
、「
納
期
内
納
税
」
を
お

願
い
し
ま
す
。問　
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納
税
班　
　

☎
三
四
―
一
一
一
二

税
金
滞
納

定
め
ら
れ
た
納
期
限
ま
で
に
税
金
を
納

め
な
い
こ
と
を
「
滞
納
」
と
い
い
ま
す
。

税
負
担
の
公
平
を
保
つ
た
め
に
も
、「
滞

納
」
を
放
置
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

督
促
手
数
料

納
期
限
を
過
ぎ
て
（
二
十
日
以
内
ま
で

に
）
も
納
付
が
な
い
場
合
、
督
促
状
を
送

付
し
、
滞
納
税
金
に
「
督
促
手
数
料
一
〇

〇
円
」
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
度
督
促
状
発
送
件
数
︙

 

三
一
、
二
八
四
件

延
滞
金

納
税
が
遅
く
な
る
ほ
ど
法
律
等
に
基
づ

き
「
延
滞
金
」
が
加
算
さ
れ
、
負
担
が
大

滞
納
処
分

「
滞
納
処
分
」
と
は
全
額
納
め
ら
れ
た
納

税
者
の
方
と
公
平
を
保
つ
た
め
に
、
や
む

を
得
ず
そ
の
方
の
財
産
「
不
動
産
・
動
産

（
家
宅
捜
索
）・
預
貯
金
・
給
与
等
の
債
権
」

を
差
押
え
し
滞
納
税
金
に
充
て
ま
す
。

宮
城
県
地
方
税
滞
納

整
理
機
構
と
の
連
携

町
で
は
、「
宮
城
県
地
方
税
滞
納
整
理

機
構
」
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
当
機
構
で

は
、
各
市
町
村
に
よ
る
た
び
重
な
る
催
告

８
月
は
納
税
強
調
月
間
で
す
。

　
　「
滞
納
処
分
」
を
強
化
し
ま
す
。

公
平
・
公
正
な
税
の
確
保
の
た
め
に
…

税金あらかると ふ⊖か【賦課】 租税などをわりあてて支払わせること。
わりあてられた税金などの負担。

住民税とも呼ばれ、１月１日現在、亘理町に住んでいる方で、前年
の所得に応じて税金が賦課されます。

町（県）民税は、税務署に提出された平成21年中の確定申告書や勤
務先から提出された給与支払報告書、または、住民税の申告書などを
もとに税額を決定し、納付書を送付しています。

軽自動車税は、４月１日に軽自動車等（軽自動車・原動機付自転車・
農耕用小型特殊自動車など）を所
有している人に対して税金が賦課
されます。

固定資産税も１月１日に、土地・家屋・償却資産（これらを総称し
て「固定資産」といいます。）を所有している人に対して、その固定資
産の価格をもとに算定された税額が賦課されるもので、税率について
は1.4％となっています。

都市計画税は、その名のとおり、都市計画事業、または、土地区画
整理事業に要する費用にあてるために
目的税として課税されるものであり、
税率は0.2％となっています。

亘理町では、町(県)民税と固定資産税・都市計画税を合わせた
「合算税」として年間の税金を10期に分けて支払う方式を採用
しており、納付書は毎年６月中旬に送付しています。

軽自動車税の納付書は毎年５月
中旬に送付しています。

町（県）民税

軽自動車税

固定資産税
都市計画税
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